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令和２年度第１０回農業委員会総会議事録 

１．開催日時 令和３年１月６日（水）１３時３０分～１４時３０分 

２．開催場所 市役所５階 会議室 

３．議  案 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の承認について  ７件 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請の承認について  １件 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の承認について  ６件 

議案第４号 農業経営改善計画について 

議案第５号 青年等就農計画の認定変更申請について 

議案第６号 農用地利用集積計画について 

議案第７号 賃借料情報の提供について 

議案第８号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

 

４．報  告 報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について     ６件 

報告第２号 軽微な農地改良の届出について           １件 

報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について  １０件 

報告第４号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う事業計画 

書の提出について          ７件 

報告第５号 地目変更登記申請に係る登記官からの照会報告について 

           ５件 

報告第６号 時効取得を原因とする農地について            １件 

 

５．出席委員 １５名 

       会長：１２番池田繁雄、１番大木宏之、２番秋山美徳、３番岩柳美智夫 

４番細谷修、５番斉藤ひろ子、６番川野英一、７番農宮弘子、 

８番板倉善紀、９番篠崎輝武、１０番戸田敏一、１１番吉井亨、 

１３番市原勉、１４番平山光子、１５番日暮俊雄 

 

６．欠席委員 なし 

 

７．事 務 局 羽生田事務局長、内山主査、水須主査補 

 

８．議 事 録  

議 長  農業委員１５名中、１５名出席しておりますので、総会は成立しております。 

     定足数に達しておりますので、これより令和２年度第１０回農業委員会定例総

会を開会いたします。 

それでは議事に入ります。 
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初めに、議事録署名人の指名でありますが、本日は、１４番平山委員と１５番

日暮委員を指名します。両委員、宜しくお願いいたします。また、本日の会議書

記には事務局の水須主査補を指名します。なお、発言につきましては、議長の指

名後にお願いいたします。審議の過程を詳細に議事録に記録しなければなりませ

んので、議事の進行にご協力をお願いいたします。また、個人情報保護の観点か

ら申請者の氏名、住所など個人が特定される発言はご遠慮願います。それでは審

議に入る前に事務局より本日の議案の説明をお願いします。 

 

事務局  それでは、本日の議案についてご説明申し上げます。議案書の１ページをお願

いいたします。本日の議案は、８議案でございます。議案第１号、農地法第３条

の規定による許可申請の承認について７件、議案第２号、農地法第４条の規定に

よる許可申請の承認について１件、議案第３号、農地法第５条の規定による許可

申請の承認について６件、議案第４号、農業経営改善計画について更新が１件、

議案第５号、青年等就農計画について、変更が１件、議案第６号、農用地利用集

積計画については所有権移転が１１件、利用権設定が１９件でございます。議案

第７号、賃借料情報の提供について、議案第８号、農業委員会の法令遵守の申し

合わせ決議についてでございます。農地法に係る議案の現地調査につきましては、

令和２年１２月２８日、午前９時より、３班の板倉委員、戸田委員、池田委員、

市原委員、平山委員にご出席いただき、実施いたしました。以上、ご報告申し上

げます。 

 

議 長  それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の承認について審

議に入ります。申請番号１につきましては、私より意見発表します。 

 

１２番  それでは、申請番号１について説明いたします。本件は農地法第３条の規定に

よる所有権移転の申請です。申請地は福俵字東の田、１筆３０４㎡の農地です。

申請理由は譲渡人が高齢化で農地を耕作出来ないため、譲受人にお願いして売却

の合意が出来たことから、申請したものであります。営農計画においては、水稲

の作付を予定しております。昨年１２月２８日に現地を確認しましたが、特に問

題となるような状況は見られませんでした。また申請書類を確認したところ、譲

受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っていることから、許

可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  次に申請番号２について、市原委員より意見発表をお願いいたします。 

 

１３番  申請番号２について説明します。本件は農地法第３条の規定による所有権移転
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の申請です。申請地は前之内字森下の田、１６筆、合計で１４５３８㎡の農地で

す。申請理由は親子間の贈与です。１２月２８日に現地を確認しましたが、特に

問題になるような状況は見られませんでした。営農計画においては、譲受人は約

３５０００㎡の水稲の作付を予定しております。申請書類を確認したところ、譲

受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っていることから、許

可相当と判断します。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号３について、戸田委員より意見発表を

お願いいたします。 

 

１０番  申請番号３について説明いたします。本件は農地法第３条の規定による所有権

移転の申請です。申請地は山田字宮之下の田、１筆、８１９㎡の農地です。申請

理由は譲渡人は農業経営縮小のため、譲受人は農業経営拡大のためです。営農計

画においては、水稲の作付を予定しております。１２月２８日に現地を確認しま

したが、特に問題ないものと思われます。申請書類を確認したところ、譲受人は

３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っていることから、許可相当

と判断します。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号４について、板倉委員より意見発表を

お願いいたします。 

 

８番   申請番号４について説明します。本件は農地法第３条の規定による所有権移転

の申請です。申請地は北之幸谷字御林の田、１筆９３７㎡の農地です。申請理由

は譲渡人は農業経営縮小のため、譲受人は農業経営拡大のためです。営農計画に

おいては、耕作可能なため水稲の作付を予定しています。１２月２８日に現地を

確認しましたが、特に問題となるような状況は見られませんでした。申請書類を

確認したところ、譲受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っ

ていることから、許可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号５について、板倉委員より意見発表を

お願いいたします。 

   

８番   申請番号５について説明します。本件は農地法第３条の規定による所有権移転

の申請です。申請地は北之幸谷字御林の田、１筆７２４㎡の農地です。申請理由

は譲渡人は農地経営縮小のため、譲受人は農地経営拡大のためです。営農計画に

おいては、耕作可能なため水稲の作付を予定しています。１２月２８日に現地を
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確認しましたが、特に問題となるような状況は見られませんでした。申請書類を

確認したところ、譲受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っ

ていることから、許可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号６について、市原委員より意見発表を

お願いいたします。 

   

１３番  申請番号６について説明します。本件は農地法第３条の規定による所有権移転

の申請です。申請地は菱沼字上布の田、２筆、計８９１㎡の農地です。申請理由

は譲渡人は農業経営廃止のため、譲受人は農業経営拡大のためです。譲受人は営

農計画においては、水稲の育苗を予定しております。１２月２８日に現地を確認

しましたが、特に問題になるような状況は見られませんでした。申請書類を確認

したところ、譲受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整ってい

ることから、許可相当と判断します。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号７については、私より意見発表します。 

   

 

１２番  申請番号７について説明いたします。本件は農地法第３条の規定による所有権

移転の申請です。申請地は依古島字中溝の畑、７筆２９７４㎡の農地です。申請

理由は譲渡人が後継者が無く体力がきつくなったために、譲受人と売却の合意が

出来たことから、申請したものであります。また、譲受人は造園業で営農計画に

おいては、植木の苗木を植える予定です。昨年１２月２８日に現地を確認しまし

たが、特に問題となるような状況は見られませんでした。申請書類を確認したと

ころ、譲受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っていること

から、許可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  それでは担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補足説明を求めま

す。 

 

事務局  それでは、補足説明をいたします。議案書の 4 ページをお願いします。申請番

号１は、農地の売買に伴う所有権移転の申請です。申請地は、福俵のイセキの海

側、国道１２８号線から約１２０メートル入ったところに位置しています。３条

許可基準に係る経営面積及び従事日数については、それぞれ要件を満たしており、

機械の保有状況については概要書に記載のとおりです。 

申請番号２は、親子間の贈与に伴う農地の所有権移転の申請です。申請地は１６
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筆あり、前之内の地区内に点在しております。３条許可基準に係る経営面積及び従

事日数については、それぞれ要件を満たしており、機械の保有状況については概要

書に記載のとおりです。 

５ページをお願いいたします。申請番号３は、農地の売買に伴う所有権移転の申

請です。申請地は、千葉東金道路の東金料金所の南西、約９００メートルに位置し

ています。３条許可基準に係る経営面積及び従事日数については、それぞれ要件を

満たしており、機械の保有状況については概要書に記載のとおりです。 

申請番号４と５は、譲受人を同じくする農地の売買に伴う所有権移転の申請です。

申請地は、北之幸谷から二又に向かう市道と両総用水の北之幸谷支線が交差する手

前の右に８０メートルほど入ったところに５番の農地があり、更に市道を２００メ

ートルほど進み、右に１００メートルほど入ったところに４番の農地が位置してい

ます。３条許可基準に係る経営面積及び従事日数については、それぞれ要件を満た

しており、機械の保有状況については概要書に記載のとおりです。 

申請番号６は、農地の売買に伴う所有権移転の申請です。申請地は、菱沼公民館

の西、約２５０メートル、菱沼から関内に向かう市道沿いに位置しています。３条

許可基準に係る経営面積及び従事日数については、それぞれ要件を満たしており、

機械の保有状況については概要書に記載のとおりです。 

申請番号７は、農地の売買に伴う所有権移転の申請です。申請地は、東金九十九

里有料道路の小沼田インターチェンジの北西、約８００メートル、依古島公民館の

北、約２５０メートルに位置しています。３条許可基準に係る経営面積及び従事日

数については、それぞれ要件を満たしており、機械の保有状況については概要書に

記載のとおりです。説明は以上でございます。 

 

議 長  ありがとうございました。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見

等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。 

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の承認について、

原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。次に、議
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案第２号、農地法第４条の規定による許可申請の承認について審議に入ります。

申請番号１につきまして、平山委員より意見発表をお願いいたします。 

 

１４番  それでは、申請番号１について説明いたします。本件は農地法第４条による農

地転用の申請でございます。申請地は台方字大門下の田、１筆９０５㎡の農地で

す。用途は長屋住宅２棟の建設、及び駐車場１４台分と駐輪場を予定しておりま

す。昨年１２月２８日に現地確認をしてきました。申請書類を確認したところ、

事業計画書、資金証明書、両総土地改良区の意見書などに関わる書類などに、特

に問題は無いと思われます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の

補足説明を求めます。 

 

事務局  はい、それでは補足説明をいたします。議案書の６ページをお願いいたします。

申請番号１は、自己所有農地の転用の申請です。申請地は、城西小学校の東、約

１００メートルに位置しています。転用の目的は、長屋住宅用地です。立地基準

につきましては、申請地は、都市計画法に基づく用途地域の定められた区域内に

ある農地であることから、第３種農地に該当すると判断され、許可となりうる農

地です。所要資金につきましては、金融機関からの借入金により賄う計画であり、

融資証明書が添付されております。説明は以上でございます。  

 

議 長  ありがとうございました。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見

等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請の承認について、原案どおり賛

成の方は挙手願います。 

 

     （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。次に、議

案第３号、農地法第５条の規定による許可申請の承認について審議に入ります。

申請番号１から５につきまして、戸田委員より意見発表をお願いいたします。 
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１０番  申請番号１から５について説明いたします。本件は関連がございますので一括

して説明いたします。本件は農地法第５条の規定による一時転用を伴う使用貸借

権の設定です。申請地は小野字南小野台、７８６７㎡の農地、３０４２．８６㎡

の８筆の畑です。転用の目的は砂利採取用地であり、特に問題は無いものと判断

いたします。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号６について、平山委員より意見発表を

お願いいたします。 

 

１４番  それでは、申請番号６について説明いたします。本件は農地法第５条の転用を

伴う賃借権設定の申請でございます。申請地は北之幸谷南新田の畑、１筆８８３

㎡の農地です。用途は貸資材置場を予定しております。昨年１２月２８日に現地

を確認してきました。申請書類を確認した所、事業計画書、見積書、両総土地改

良区の同意書等、関係書類により、特に問題は無いと思われます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の

補足説明を求めます。 

 

事務局  はい。それでは補足説明をいたします。議案書の 7ページをお願いいたします。

申請番号１から５は、一時転用を伴う使用貸借権設定の申請です。場所は、小野

の丘山公民館南側の砂利採取場の隣接地になります。転用の目的は、砂利採取用

地です。立地基準につきましては、申請地は、農業公共投資の対象となっていな

い小集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地に該当すると判断され、

許可となりうる農地でございます。所要資金につきましては、全額自己資金によ

り賄う計画となっており、残高証明書が添付されています。他法令関係では、砂

利採取法に基づく許可が必要となることから、並行して手続きが進められており

ます。 

申請番号６は、転用を伴う賃借権設定の申請です。場所は、県道東金片貝線沿道

にあり、北之幸谷南新田公民館西側、約９０メートルに位置しています。転用の目

的は、貸資材置場用地です。申請者は、土木建築業を営む法人の代表取締役であり、

現在借用している既存の資材置場が、事業拡大に伴い手狭になったため、近隣住居

にも近接していることから、申請地を新たに借り入れ、資材置場とするものです。

立地基準につきましては、申請にかかる土地の周辺の地域において、居住者の業務

上必要な施設で、集落に接続して設置されるものに該当することから、第１種農地
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の例外規定に該当すると判断され、許可となりうる農地です。所要資金につきまし

ては、全額自己資金により賄う計画となっており、残高証明書が添付されておりま

す。説明は以上でございます。 

 

議 長  ありがとうございました。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見

等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請の承認について、原案どおり賛

成の方は挙手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。次に、議

案第４号、農業経営改善計画について審議に入りますが、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定による議事参与の制限に関する案件がございますので、篠崎

委員は退室をお願いします。一時休憩します。 

 

（篠﨑委員退室） 

 

議 長  再開いたします。それでは、農政課より説明願います。 

 

農政課  それでは、議案第４号につきまして、説明をさせていただきます。農業経営基

盤強化促進法第１２条第４項の規定によりまして、意見を求めさせていただいた

案件は、再認定１件でございます。１ページをご覧ください。山田の方です。営

農類型は施設野菜です。主な改善計画についてですが、栽培環境を整備し、品質

向上、新たな加工品の生産技術、収益の増加を図るものです。２ページをご覧く

ださい。機械施設につきましては自動植菌機を１台増設、ホイールローダーを１

台更新する予定でおります。以上、再認定１件の申請内容を説明させていただき

ましたが、こちらの計画内容は、農業経営基盤強化促進法第１２条第４項の各要

件に該当しておりますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。それでは、議案第４号、農業経営改善計画について、
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ご質問やご意見等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。議案第４号、農業経営改善計画について、原案どおり賛成の方は挙手

願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。一時休憩

します。篠崎委員入室をお願いいたします。 

 

（篠崎委員入室） 

 

議 長  それでは再開します。次に、議案第５号、青年等就農計画の認定変更申請につ

いて審議に入ります。農政課より説明をお願いいたします。 

 

農政課  それでは、議案第５号につきまして、説明をさせていただきます。農業経営基

盤強化促進法第１４条の５の規定によりまして、意見を求めさせていただいた案

件は、変更認定１件でございます。５ページをご覧ください。こちらは成年就農

計画の変更の申請です。堀上の方です。営農類型は施設野菜です。変更点は、家

族経営協定を結んだことによる家族の追加になります。他に変更はございません。

以上、認定変更１件の申請内容を説明させていただきましたが、こちらの計画内

容は、農業経営基盤強化促進法第１４条の４の各要件に該当しておりますので、

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。それでは、議案第５号、青年等就農計画の認定変更申

請について、ご質問やご意見等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。議案第５号、青年等就農計画の認定変更申請について、原案どおり賛

成の方は挙手願います。 
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    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。次に、議

案第６号、農用地利用集積計画について審議に入りますが、農業委員会等に関す

る法律第３１条の規定による議事参与の制限に関する案件がございますので、板

倉委員は退室をお願いします。一時休憩します。 

 

（板倉委員退室） 

 

議 長  再開いたします。それでは、農政課より説明をお願いいたします。 

 

農政課  それでは、議案第６号、農用地利用集積計画についてご説明申し上げます。別

冊の令和３年第１次農用地利用集積計画書案をご覧ください。農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による、令和３年第１次農用地利用集積計画につい

てお諮りいたします。利用権設定が１９件で、面積合計が５４５０６㎡です。所

有権移転は１１件で、面積合計が２５４９２㎡となります。１ページから１７ペ

ージに関しては、１２月に期間満了した利用権更新分になりますので、ご説明を

省略させていただきます。１９ページ、２０ページが、各年数ごとの利用権設定

管理台帳となっております。２１ページから３０ページまでが、農用地の農地の

出し手、受け手より提出のあった農用地利用集積計画各筆明細書です。１９ペー

ジの３番は、台方の農業者へ貸付となりました。２０ページの５番は上武射田の

認定農業者に貸付、６番は押堀の農業者に貸付となり、７番は大網の農業者に貸

付となりました。８番、９番、１０番、１１番、１２番は同じ幸田の認定農業者

へ貸付となっております。利用権の設定を受ける者の農業経営状況は４５ページ

から５１ページに記載しております。こちらは農家台帳の情報を元に作成してお

ります。続きまして、売買についてですが、３１ページ、３２ページの通りです。

３３ページから４２ページが提出された農用地利用集積計画各筆明細書、５３ペ

ージから５７ページが所有権の移転を受けた者の農業経営の状況です。８番は父

から息子による事業継承となっております。それ以外の番号は、耕作者の規模拡

大のための売買することとなりました。１番、２番の買い手については、同じ北

之幸谷の認定農業者です。３番の買い手については、北之幸谷の農業者です。４

番の買い手については、九十九里町の農業者です。５番の買い手については、西

中の農業者です。６番の買い手については、北之幸谷の農業者です。７番の買い

手については、松之郷の認定農業者です。８番の買い手については、堀上の農業

者です。９番、１０番の買い手については、北之幸谷の認定農業者です。１１番

の買い手については、福俵の認定農業者です。以上の計画の内容は、経営面積、
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従事日数、経営意欲、製造面の後継者等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件に該当するものと判断いたしました。利用集積計画による案件は以上

となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、議案第５号、農用地利用集積計画につい

て、ご質問やご意見等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。議案第６号、農用地利用集積計画について、原案どおり賛成の方は挙

手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。一時休憩

します。板倉委員の入室をお願いいたします。 

 

（板倉委員入室） 

 

議 長  それでは再開します。次に、議案第７号、賃借料情報の提供について、審議に

入ります。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  はい。１２ページの議案第７号、賃借料情報の提供についてご説明いたします。

農地法第５２条では、農業委員会は農地の農業上の利用の増進、及び農地の利用

関係の調整に資する他、その掌握事務を的確に行うため、農地の保有、及び利用

の状況、賃借等の動向、その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供

を行うものとすると規定されております。この規定に基づき、昨年中に賃借権が

設定された農地の賃借料を集計し、情報提供を行おうとするものでございます。

それでは、別紙でお手元に配布させていただきました、賃借料情報（案）をご覧

ください。令和２年１月から令和２年１２月までの１年間に農地法第３条、農業

経営基盤強化促進法による利用促進事業により、賃借権が設定された農地の筆数

は、田が１０７４筆、畑が３０筆でした。田はデータ数が多いため、市内を８地

区に分けた集計結果を、畑はデータが少ないため、市内を 1 つにまとめて、従来

と同様の形式で集計をいたしました。なお田の場合は賃借料を現物払いとしてい

る契約が多数を占めていることから、俵数にて平均、最高、最低の賃借料を表記
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いたしております。賃借料を現金払いとしている契約につきましては、ＪＡ山武

郡市の収穫各表を参考にして、１俵あたり 13000 円で換算し、集計をいたしてお

ります。賃借料情報につきましては、今後広報とうがね、農業委員会だより、ホ

ームページ、農業委員会窓口にて提供を予定しております。説明は以上でござい

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。ご質問やご意見等ご

ざいますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。議案第７号、賃借料情報の提供について、原案どおり賛成の方は挙手

願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。次に、議

案第８号、農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、審議に入ります。

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  はい。１３ページの議案第８号、農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議につ

いて、ご説明申し上げます。本件につきましては、一昨年の 10月に、他県におい

て農業委員会に関わる不祥事が続けて発生したことから、同年 11月に開催された

「全国農業委員会会長代表者集会」において、「農業委員会の委員等の綱紀保持に

関する申し合わせ」が決議され、改めて農業委員会組織として綱紀粛清の徹底を

図っていくことが確認されました。これを受け、すべての農業委員会の総会にお

いて、本申し合わせを決議し、かつ、その内容を総会議事録に残すよう全国農業

会議所から要請があり、昨年は１月の定例総会において決議したものであります。

この決議につきましては、毎年１回以上、同様の取り組みが実施されるよう併せ

て求められていることから、東金市農業委員会におきましては、毎年１月の総会

において決議を行いたく、本日ここにお諮りするものでございます。それでは、

１３ページの決議文を朗読させていただきます。 

     農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議。私たち農業委員、農地利用最適化推

進委員は、農業者の公的な代表者機関である農業委員会組織の一員として、法令

に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最適化を実現する責務を負っている。
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特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接することも

多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなければなら

ない。私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵

守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。 

記。 

１、農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地制

度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、同法第３３条

の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。 

２、農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守を

徹底するための研修等を実施すること。 

令和３年１月６日。東金市農業委員会。 

説明は、以上となりますが、本日、法令遵守に関する資料を別途配付させていた

だいておりますので、改めて内容のご確認をお願いいたします。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。ご質問やご意見等ご

ざいますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと

思います。議案第８号、農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、原案

どおり決議することに賛成の方は挙手願います。 

 

    （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり決議されました。次に報告

第１号から第６号について、事務局から説明願います。 

 

事務局  はい。それではご説明をいたします。議案書の１４ページをお願いいたします。

報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出についてでございます。番号１

は、令和２年８月１４日に相続により権利取得したもので、１１月３０日に受付

した案件です。斡旋等の希望はないとのことです。 

1５ページをお願いします。番号２は、令和２年７月１４日に相続により権利取

得したもので、１２月１７日に受付した案件です。斡旋等の希望はないとのことで

す。番号３は、平成２３年９月３０日に相続により権利取得したもので、１２月１

７日に受付した案件です。斡旋等の希望はないとのことです。 
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1６ページをお願いいたします。番号４及び番号５は、令和２年１０月４日に相

続により権利取得したもので、１２月２１日に受付した案件です。斡旋等の希望あ

りとのことですので、今後対応してまいります。 

１７ページをお願いいたします。番号６は、平成３０年１月３０日に相続により

権利取得したもので、１２月２１日に受付した案件です。斡旋等の希望はないとの

ことです。 

1８ページをお願いいたします。報告第２号、軽微な農地改良の届出についてで

ございます。番号 1は、育苗のため、田から畑への転換に伴い、山砂による客土を

行う旨の届け出があったものでございます。 

1９ページをお願いいたします。報告第３号、農地法第１８条第６項の規定によ

る通知についてでございます。番号１と番号２は、いずれも令和２年１１月２４日

に双方合意にて賃貸借設定の解除を行ったものでございます。番号３は、令和２年

１２月９日に双方合意にて、賃貸借の設定を解除したものでございます。 

２０ページ、２１ページをお願いいたします。番号４は、令和２年１２月７日に

双方合意にて、使用貸借権の設定を解除したものでございます。番号５と番号６は、

いずれも令和２年１２月１６日に双方合意にて、使用貸借権の設定を解除したもの

です。 

２２ページをお願いいたします。番号７と番号８は、令和２年１２月１４日に双

方合意にて、賃貸借の設定を解除したものです。番号９は、令和２年１２月５日に

双方合意にて、賃貸借の設定を解除したものです。 

２３ページをお願いいたします。番号１０は、令和２年１２月２５日に双方合意

にて、賃貸借の設定を解除したものでございます。 

２４ページから２６ページをお願いします。報告第４号、認定電気通信事業者の

行う中継施設等の設置に伴う事業計画書の提出についてでございます。認定電気通

信事業者の行う中継施設等の設置においては、農地法第４条及び第５条の農地転用

許可は要しないとされております。ただし、認定電気通信事業者は中継施設の設置

に係る土地の取得が終了した場合には、その土地に含まれる農地について一覧表等

作成し、関係する農業委員会に報告することとなっております。番号１から番号７

までは、認定電気通信事業者による携帯電話事業にかかる基地局の建設に伴い、事

業計画書が提出されたものでございます。 

２７ページをお願いいたします。報告第５号、地目変更登記申請に係る登記官か

らの照会報告についてでございます。現地調査につきましては、番号１が１２月２

日、番号２から番号５までが１２月８日に実施いたしました。現地調査の結果、い

ずれも農地への復元が困難な状況であると判断し、「非農地」で回答したものでご

ざいます。 

２８ページをお願いいたします。報告第６号、時効取得を原因とする農地につい
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てでございます。番号１は令和２年１２月１日付けで、千葉地方法務局東金出張所

の登記官より通知がありましたので、報告をするものでございます。時効取得につ

きましては、所有の意思を以って、直ちに所有者として土地を事実上支配している

こと、平穏・公然と占有していること、占用状態が２０年継続していること等々の

要件が満たされていれば、見なされるというものでございます。 

報告は以上でございます。 

 

議 長  ありがとうございました。事務局の説明が終了いたしました。ご質問やご意見

等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  ありがとうございます。無ければ、以上で、本定例総会に提出された議案の審

議を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 

    令和３年１月６日 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                 


